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規

程
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交
）

○
東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車

券
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発
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等
に
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す
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規
程
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一
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す
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程
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告

示
（
交
）

○
昭
和
五
十
四
年
交
通
局
告
示
第
十
一
号
（
東
京
都
乗
合
自
動
車
の
運
行
系
統
の
名
称
及
び
区

間
）
の
一
部
改
正
…
…
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…
…
…
…
…
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…
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…
…
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…
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
又
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
を

加
え
る
。

第
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
媒
体
と
す
る
連
絡
定
期
乗
車
券
）

第
五
条
の
四

連
絡
定
期
乗
車
券
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
又
は
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
当
該
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
の
連
絡
定
期
乗
車
券
は
、
第
八
条
の
特
殊
割
引
連
絡
定
期
乗
車
券
に
限
り
そ
の
機

能
を
付
加
す
る
。

一

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

二

障
が
い
者
用
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ

三

障
が
い
者
用
り
ん
か
い
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ

第
六
条
中
「
定
期
乗
車
券
発
売
所
」
を
「
定
期
券
発
売
所
」
に
改
め
る
。

第
十
条
見
出
し
中
「
改
氏
名
等
の
場
合
の
乗
車
券
の
書
換
え
」
を
「
個
人
情
報
の
変
更
」
に
改
め
、

同
条
中
「
第
五
条
各
号
の
」
を
削
り
、
「
書
換
え
を
必
要
と
す
る
」
を
「
、
旅
客
の
個
人
情
報
と
当
該

連
絡
定
期
乗
車
券
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
個
人
情
報
に
相
違
が
生
じ
た
」
に
、
「
東
京
都
電
車
条
例

施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
電
車
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一

条
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程
第
五
十
号
。
以
下
「
乗
合
自
動

車
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
、
高
速
電
車
規
程
第
五
十
八
条
又
は
ラ
イ
ナ
ー
規
程
第
七
十
二
条

の
取
扱
い
を
請
求
」
を
「
個
人
情
報
の
変
更
の
請
求
を
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
各
号
の
」
を
削
り
、
「
電
車
規
程
第
三
十
二
条
、
乗
合
自
動
車
規

程
第
四
十
条
、
高
速
電
車
規
程
第
四
十
九
条
又
は
ラ
イ
ナ
ー
規
程
第
六
十
五
条
の
取
扱
い
を
請
求
」
を

「
再
交
付
又
は
再
表
示
若
し
く
は
再
印
字
の
請
求
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
電
車
規
程
第
五
十
二
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
、
乗
合
自
動
車
規
程
第
五
十

八
条
の
二
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
高
速
電
車
規
程
第
八
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
八
十
五
条
又
は

ラ
イ
ナ
ー
規
程
第
百
十
五
条
に
定
め
る
旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
に
従
つ
て
、
当
該
連
絡
定
期
乗
車
券
を

発
売
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
前
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
電
車
規
程
第
四
十
三
条
、
乗
合
自
動
車
規
程
第
五
十
二
条
、
高
速
電
車
規
程

第
六
十
二
条
又
は
ラ
イ
ナ
ー
規
程
第
七
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
行
為
を
し
、
当
該
連
絡
定
期
乗
車
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券
が
無
効
な
も
の
と
し
て
回
収
さ
れ
た
場
合
は
、
」
を
「
当
該
連
絡
乗
車
券
を
不
正
に
使
用
し
た
と
き

は
、
当
該
連
絡
乗
車
券
を
無
効
と
し
て
回
収
し
、
」
に
改
め
、
「
電
車
規
程
第
五
十
五
条
、
乗
合
自
動

車
規
程
第
六
十
二
条
、
高
速
電
車
規
程
第
七
十
九
条
又
は
ラ
イ
ナ
ー
規
程
第
百
十
条
の
規
定
を
適
用
し

て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
電
車
規
程
、
乗
合
自
動
車
規
程
」
を
「
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九

年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程
第

五
十
号
）
」
に
、
「
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
規
程
、
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
規
程
、
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
規
程
、
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
規
程
、
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
、
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規

程
、
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
及
び
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
」
を
「
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程

（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
六
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平

成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
、
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二

年
交
通
局
規
程
第
二
十
一
号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交

通
局
規
程
第
二
十
五
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交

通
局
規
程
第
二
十
八
号
）
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令

和
二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号
）
、
東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交

通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通

局
規
程
第
三
十
三
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
五

年
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号
）
及
び
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
五
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
の
表
二
の
項
中

改
め
、
同
項
第
四
の
表
四
十
九
の
項
中
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令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ４
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改
め
、
同
項
第
十
の
表
一
の
項
中
「
多
摩
川
線
」
を
「
東
急
多
摩
川
線
」
に
、



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ６



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）７



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ８



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）９



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） １０



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１１



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） １２

改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
多
摩
川
線
」
を
「
東
急
多
摩
川
線
」
に
、



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１３



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） １４



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１５



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） １６

改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
多
摩
川
線
」
を
「
東
急
多
摩
川
線
」
に
、



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１７



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） １８



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１９

改
め
、
同
項
第
十
五
の
表
二
の
項
中
「
田
町
経
由
」
を
「
田
町
駅
経
由
」
に
、
「
大
崎
経
由
」
を
「
大

崎
駅
経
由
」
に
、
「
羽
沢
横
浜
国
大
」
を
「
羽
沢
横
浜
国
大
駅
」
に
、



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ２０

改
め
、
同
表
三
の
項
中



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）２１

改
め
、
同
表
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
十
の
表
一
の
項
中



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ２２

改
め
、



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）２３

改
め
、
同
表
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。



令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ２４

第
二
条
第
二
項
第
二
十
一
の
表
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和5年3月17日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 12） ２６



（増刊 12）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）２７

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
一
号

昭
和
五
十
四
年
交
通
局
告
示
第
十
一
号
（
東
京
都
乗
合
自
動
車
の
運
行
系
統
の
名
称
及
び
区
間
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

表
中

「
品
第
九
十
六
号

系
統

甲
系

統乙
系

品
川

駅
港

南
口

品
川

品
川

駅
港

南
口

り
ん

天
王

洲
ア

イ
ル

天
王

二
・
九

一
〇

一
・
七

統

駅
港

南
口

か
い

線
天

王
洲

ア
イ

ル
駅

前

洲
ア

イ
ル

一
〇

を
」

「
品
第
九
十
六
号
系
統

品
川

駅
港

南
口

り
ん

か
い

線
天

王
洲

ア
イ

ル
駅

前

天
王

洲
ア

イ
ル

一
・
七

一
〇

に
改
め
、
同
表
平
第
二
十
八
号
系
統

」

の
項
中
「
五
・
八
〇
〇
」
を
「
六
・
三
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
Ａ
Ｌ
第
一
号
系
統
の
項
を
削
る
。
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